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県産養殖サーモンブランド化推進業務

業務仕様書

令和８年４月
岩手県
この「業務仕様書」（以下「仕様書」という。）は、岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和８年度県産養殖サーモンブランド化推進業務」（以下「本業務」という。）に係る受託候補者の選定に関して、県が、契約する事業者（以下「受託者」という。）に要求する本業務の概要や仕様を明らかにするものである。
１　業務の概要
(1) 目的
　　県産養殖サーモンについては、不漁である秋サケに代わる新たな収入源として、年々生産量が拡大し、国内有数の規模となっている。全国的な産地間競争が激しくなる中、県産養殖サーモンの県外での知名度向上を図り、ブランド化を推進するもの。
　
　(2) 業務概要
ア　業務件名及び数量

「県産養殖サーモンブランド化推進業務」　１件

イ　委託期間

委託契約締結の日から令和８年８月31日(月)まで

ウ　委託の上限額
4,500,000円以内（税込）
　(3) 業務内容
ア　県産養殖サーモンの県外での知名度向上に向けた取組
　（ア）県産養殖サーモンのロゴデザイン作成
〇　県産養殖サーモンのプロモーション推進において使用するロゴデザイン３点以上の作成を行うこと。

　・県産養殖サーモンの認知向上のために、県産養殖サーモンについて県外へ強く訴求できるデザインであること。
　・デザインはオリジナルの未発表作品とし、第三者の著作権や商標、その他の権利を一切侵害しないものであること。
　・受託者決定後は、企画提案書の提案をもとに、県と十分協議のうえ、最終デザインを決定するものとする。

　・必要に応じてデザインの情報やデータを適宜提供するとともに、県からさらに追加での提案を求めた際には、県との協議に応じること。
　・制作したロゴデザインについては、PNG形式、JPEG形式、ai形式、PDF形式のデータでDVD-R 等の記録媒体に格納し納品すること（コピー可能な形式にすること）。
　・納入期限については、県と協議のうえ、決定すること。
　　（イ）県産養殖サーモンのＰＲ資材作成
　　　 〇　県産養殖サーモンのプロモーション推進において使用するＰＲ資材の作成を行うこと。

・県産養殖サーモンの認知向上のために、県産養殖サーモンについて県外へ強く訴求できるデザインであること。
・デザインには原則、（ア）で作成したロゴを付すことを条件とする。

・受託者決定後は、企画提案書の提案をもとに、県と十分協議のうえ、最終デザインを決定するものとする。

・制作するＰＲ資材はポスター、のぼり、ミニのぼり、販促シール、リーフレット、エコバッグ、ＰＲ動画（30秒程度）とし、資材の制作数及び規格等については原則、下表のとおりとすること。
なお、他にも効果的と考える広告・宣伝の手法があれば追加で提案しても差し支えない。
	制作物
	制作数
	規格等

	ポスター
	200部
	・B2サイズ
・カラー
・デザイン制作

	のぼり
	20本
	・サイズ600mm×1,800mm

・台座付き
・カラー
・デザイン制作

	ミニのぼり
	200本
	・サイズ100mm×300mm

・台座付き
・カラー
・デザイン制作

	販促シール
	150,000枚
	・30mmφ
・カラー
・デザイン制作

	リーフレット
	15,000部
	・A6サイズ(148mm×105mm) 二つ折り
・カラー
・デザイン制作

	エコバッグ
	2,500個
	・縦37cm×幅35cm×奥行12cm
・コットン素材
・デザイン制作

	ＰＲ動画
	１種
	・30秒程度
・量販店やイベント等で使用
・企画構成・編集・音声制作


・制作した資材（ＰＲ動画を除く）のデザインデータについては、PNG形式、JPEG形式、PDF形式でDVD-R 等の記録媒体に格納し納品すること。
・制作したＰＲ動画の動画データについては、DVD-R 等の記録媒体に格納し納品すること。
　　（ウ）首都圏における県産養殖サーモン販売イベントの開催
〇　首都圏において県産養殖サーモンを効果的にＰＲする販売イベントについて企画を行い、令和８年７月31日（金）までに１回実施すること。
　・イベントの実施時期や内容等については、県と十分協議の上、決定すること。
（4） 業務報告
　　　本業務に係る業務報告書を作成し、提出すること。なお、業務報告書の納品については、書面
及び電子データ（Microsoft Word 又は PowerPoint 形式）で提出すること。
２　契約に関する条件
(1) 再委託等の制限
ア　受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等のうち監理業務部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
イ　 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して文書で報告しなければならない。
(2) 再委託の相手方

受託者は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより本業務の一部を第三者に委託する場合は、その相手方を、岩手県内に本社又は営業所を有する者の中から選定するように努めなければならない。
(3) 業務履行に係る関係人に関する措置要求

ア　県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

イ　 県は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

ウ　 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から10日以内に、県に対して文書により通知しなければならない。
(4) 機密の保持

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。

(5) 個人情報の保護

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第66条第２項において準用する同条第１項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならない。
(6) 権利の帰属等

本業務の成果物及び資料等又はその利用に関する著作権、所有権等に関しては、原則として、委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとする。ただし、権利の移転前であっても、県が必要な範囲において成果物を利用できることとする。
(7) 
その他
この仕様書に記載のない事項については、県と協議のうえ、取扱い等を決定し、業務を遂行
すること。

別　記

個人情報取扱特記事項

　（基本的事項）

第１　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行（以下単に「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。
　（秘密の保持）

第２　受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。

　（漏えい、毀損及び滅失の防止等）

第３　受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
　（教育の実施）

第４　受注者は、個人情報の取扱いに係る業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
　(１)　在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。
　(２)　特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項
　（指示、報告等）

第５　発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
　（事故発生時の対応）

第６　受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。

２　発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
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